
別紙１

建設工事事故発生時の報告の流れ

○建設工事事故が発生した場合は、まず、電話等で本庁事業課に第１報を入れるとともに、
速やかに事故報告書を提出する。

○工事関係者の死亡または第三者に被害を及ぼした事故については、知事・副知事報告およ
び報道機関への資料提供を行う。

他施設に

影響が有る場合 労災等発生時

○文書による改善指示

状況に応じて ・労働災害、公衆災害

・受注者の責による事故

※に記載した例のように緊急を要し、 事故報告書の提出（速やかに）

社会的影響が大きい場合に報告 【様式２】

（電話あるいはﾌｧｸｼﾐﾘ等）（第１報）

【様式１】

【様式３】

事故発生

受 注 者

各総合事務所県土整備局

鳥取空港管理事務所

鳥取港湾事務所

本庁事業担当課

（災害復旧事業については、災害工種

に応じた本庁事業担当課）

部次長

県土総務課

技術企画課

施設管理者

・知事・副知事・統括監 報告

・報道機関資料提供

※部次長と協議し報告の是非を決定

例）

・工事関係者が死亡

・第三者に被害（死傷又は資産に損害等）

・その他必要と認められる場合

報 告

（報 告）

例）

上下水道、集落排水等に損傷を与

えた場合で報道機関へ資料提供す

る場合は、「水・大気環境課」

関 係 課

資格停止等関係ＤＢに入力（事務所）

・事故報告書（様式２）

・関係資料

労働基準監督署

○連絡先

・鳥取労働基準監督署

0857-24-3211
・倉吉労働基準監督署

0858-22-6274
・米子労働基準監督署

0859-34-2231
(夜間・休日の場合は、留守番
メッセージが案内する職員の

公用携帯番号へ連絡する)

・警 察 署

・消防署(病院)


